
R8.4.21
番号 質問 回答

1 この補助金の目的は何ですか？
昨今の物価高騰を踏まえて、家庭におけるエネルギー消費量の大きい家電品目の省エ
ネ化を支援することを通して、町民の経済的負担を軽減するとともに本町の二酸化炭素
排出量削減を推進することが目的です。

2 エアコンと冷蔵庫にした理由は？
省エネの観点から家庭の中で電気をたくさん使用している電化製品の上位2品目を対象
としています。

3 給湯機器を対象としなかった理由は？ 給湯機器については国の別の補助事業が予定されているためです。

4 事業所が対象となっていない理由は？
事業所に対しては、国や県の方で省エネ設備に対する補助事業の実施が見込まれるた
めです。

5 補助金の予算額はいくらですか？ 総額2,300万円を予定しています。

6 商品の購入前に手続きが必要ですか？ 必要ありません。対象となる機器を購入・設置後に申請してください。

7 申請受付は先着順ですか？
申請の受付は先着順です。ただし、申請書類がそろった時点で受付となります。機器の
購入・設置前に申請枠を予約することはできません。

8 インターネットで購入したもの対象となりますか？ 対象外です。町内の事業者で購入したものに限ります。

9
商工観光課が実施する北広島町物価高騰対策地域商
品券との併用は可能ですか？

併用はできません。

10
予算がなくなり、申請受付期間内に受付を終了する可
能性はありますか？

申請期間内であっても、予算がなくなり次第受付を終了します。

11
既に工事業者等へ発注（契約）している場合も対象とな
りますか？

対象となりますが、令和8年1月30日以降に購入、及び工事に着手している必要がありま
す。

12 他の補助制度との併用は可能ですか？
本補助金に加えて他の法律又は予算制度に基づき国や県、町の負担又は補助を得るこ
とはできません。

13
対象補助経費は税込み金額か税抜き金額のいずれか
で算出するのか。

税抜き金額で算出してください。

14 一人が何度も申請できますか？
申請は原則として1住宅につき1回のみ（エアコン、冷蔵庫で各１回）です。複数台導入の
場合でも申請は1回となります。

15 二世帯住宅はどうなりますか？ 世帯主、家計が別であればそれぞれで申請できます。

16
申請者は世帯主ですか？1住宅で夫婦別々（あるいは
子）が申請できますか？

申請者は世帯主に限りません。同じ住所での申請は、代表者１名の申請でお願いしま
す。未成年は不可です。

17
住宅兼事業所として利用している建物への導入は対象
となりますか？

申請者が住宅として使用しており、住民票を有している場合は、対象となります。

18 別荘も対象となりますか？ 申請者の住民票がある住宅に限ります。

19 複数台導入する場合の補助金額は？ 複数台導入する場合も1件あたりの補助金額の上限の範囲内で補助金を支払います。

20
住宅に導入する場合、別荘や借家への導入は対象と
なりますか？

補助対象は申請者の住民票のある住宅に限ります。借家も補助対象となりますが設置
工事を伴う場合は、貸主の事前承諾が必要となります。

21
補助の対象となる費用（補助対象経費）にはどのような
ものがありますか？

本体費用、工事等の設置に要する費用、設置に必要な部品及び付帯設備等の費用並
びに運搬料とします。ただし、既存製品の撤去及びリサイクル処理に係る費用、消費
税、ポイント支払い、代金還元（キャッシュバック）等で割引された額は補助対象経費か
ら除きます。

22
クレジットカードや QR コード決済での支払いは対象に
なりますか？

対象となりますが、補助金交付申請書の提出時に領収書又はレシートの写しの添付が
必須となりますので、領収書又はレシートが発行されることを確認してください。

23 分割払いの場合、今後の返済額も対象となりますか？
利払いがある場合は、元金部分のみが補助対象経費となります。この場合は、分割払い
が分かる書類をご提出ください。

24
住宅への設備導入の場合、補助金の受取口座は、申
請書本人の名義以外でも可能ですか？

申請者本人名義の口座としてください。

25
「購入及び設置した写真」とはどういったものが必要で
すか？

設置した場所（室外機を含む）、型番がわかる写真の添付が必要です。

26
リサイクル処分券を紛失した場合は対象となりません
か？

リサイクル処分券（排出者用）を紛失した場合は、販売店の控え（リサイクル処分券（小
売業者用））の写しで代用が可能ですので、販売店へ相談してください。

27 保証書を紛失した場合、何を提出したら良いですか？
一度メーカーにお問い合わせください。再発行が難しい場合は、本体の取扱説明書の
「保証欄」に型番及び製造番号が記載されているものの写しや、型番及び製造番号がわ
かる写真で代用が可能です。

28
補助対象金額は、ポイントやクーポンなどの割引後の
額となっているが、消費税込金額から割り引く場合、ど
のように算出すれば良いか。

税込金額からポイント分を割り引いた上で、消費税を割り戻して申請してください。

29
親（子ども）の家に別世帯（あるいは町外）の子ども
（親）が設置できますか？

可能ですが申請者は住宅に住んでいる人になります。なお振込先口座は、必ず申請者
名義の口座としてください。
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30
集会所等にエアコンを導入する場合、指定管理施設で
もよいですか？

町から指定管理を受けている集会所でも、譲渡されている集会所でも補助金の対象とな
ります。ただし、指定管理施設の場合は、事前に町担当課から設置工事の承諾を受けて
ください。

31
事業者が所持している社宅や寮等に補助対象設備を
設置することは可能ですか。

事業者の申請は対象外となります。ただし、個人で賃貸借契約している場合は対象とな
る可能性があるので事務局へお問い合わせください。

32
「集会所等」には事業者が所有する会議室・フリース
ペース等（人が集まる部屋）や、個人で管理運営してい
る集会室などが対象となりますか？

事業所や個人が管理運営している集会スペースは対象外です。「集会所等」は地域の住
民団体が（自治会など）で管理運営しているものを想定しています。


